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個人情報取扱事務一覧表

実施機関名： 市長 ※マイクロフィルム、図画・地図、写真ファイルには「図画」の項に記入されるべきものを含む。

部署名　　　： まちづくり推進課 ※光磁ディスク、磁気テープには、「電磁的記録」の項に記入されるべきものを含む。

情報の種類 収集方法 収集時期 電算処理 記録形態

事務の名称 事務の目的 個人情報の対象となる者の範囲 基礎的事項 学歴職歴的事項 心身的事項 財産的事項 その他

本人 本人 定期 随時 有 無

処理
方法

文書 図画
光磁
気 磁気

ﾏｲｸ
ﾛ 図画 写真

（電磁的
記録） (電磁的記録） 事務の 事務の

氏名 住所 性別 年齢 生年 国籍 本籍 親族 婚姻 電話 従前 移転 世帯 家族 個人 その他 学歴 学業 職業 職種 職位 職歴 資格 勤務 勤務 賞罰 団体 その他
障が
い 傷病 健康 その他 資産 収入 公的 取引 課税 納税

その他 その他

以外 的 ﾃﾞｨｽｸ ﾃｰﾌﾟ ﾌｨﾙﾑ 地図 ﾌｨﾙﾑ

ファイル

その他 開始日 廃止日

月日 続柄 有無 番号 住所 先 主 構成 番号 成績 先 住所 加入 有無 歴 状態 内容 所得 扶助 状況 有無 額 サーバ

河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談
会委員の委嘱に係る業務

河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談
会の委員を選考し、委嘱する

市民
市民公益活動団体の関係者
学歴経験者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

市民公益活動支援・協働促進 市民公益活動支援、協働促進
各種審議会委員
各種団体役員等

● ● ● ● ● ● ● ● ●

特定非営利法人簿冊及びNPO法人管理データ
ベース

特定非営利活動法人の管理
特定非営利活動法人の役員
特定非営利活動法人の社員

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

市営住宅入居者募集関連業務
市営住宅入居希望者の申し込みとその入居者
資格の有無の判別

市営住宅入居を希望する申込者本人並びに入
居家族
現在同居若しくは扶養している親族
入居の際の保証人

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

市営住宅入居者異動にかかる処理業務
市営住宅入居者の出産・死亡・退去による異
動・入居権承継の台帳管理

市営住宅入居者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

市営住宅管理業務
市内住宅使用上の届出（相互交換、併用承認、
模様替え、増築）に対する処理業務

市営住宅入居者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

市営住宅駐車場利用者台帳管理業務
市営住宅駐車場利用承認と台帳整備、駐車場
使用承諾書の発行

市営住宅駐車場利用申込者 ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

市営住宅入居者収入認定・家賃決定業務
市営住宅入居者の世帯収入に基づき収入認定
を行い家賃を決定

市営住宅入居者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

河内長野市耐震改修促進計画
計画策定のため家屋データから特定建築物等
を抽出

市内全域の家屋データ ● ● ● ● ●

河内長野市耐震改修促進計画（素案）に対する
意見募集処理業務

上記意見の集計等処理を行う
「事務の名称」欄に記載の意見募集に対し応募
したもの

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

住宅施策策定業務
住宅施策制度設計のため家屋データから所有
者等を抽出

市内全域の家屋データ ● ● ● ● ●

密集市街地の不燃領域率等に関する調査

密集市街地の安全性向上の状況を把握するた
め、「地震時等に著しく危険な密集市街地」等の
進捗状況について、3年に1回程度調査するとと
もに、取り組み効果の測定・検証等を行うため

河内長野市本町、長野町地区内の建物情報 ● ● ●

「河内長野市地域公共交通会議」の委員募集 公募委員を選ぶ
「事務の名称」欄に記載の意見募集に対し応募
した者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（仮称）新重点密集市街地調査について
市街地の延焼危険性及び建物による閉塞危険
性の調査のため

市街地家屋の所有者 ● ● ●

新婚世帯家賃・持家取得補助事務
新婚世帯に家賃又は持家取得にかかる経費の
一部を補助する

　婚姻3年以内で夫婦共に40歳未満の新婚世帯
と生計を同一にする者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

河内長野市耐震改修促進計画の実施 河内長野市耐震促進計画の推進のため
耐震診断及び改修補助の対象となる建築物の
所有者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

新婚世帯家賃・持家取得補助及び検討事務
新婚世帯に家賃又は持家取得にかかる経費の
一部を補助する

新婚世帯家賃・持家取得補助申請者
検討に係る対象者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

住宅マスタープラン等策定業務 住生活に関する意向等を把握するため
住宅マスタープランの作成及び検討に係る対象
者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

定住・転入促進等補助事業
若年・子育て世帯マイホーム取得補助制度の実
施及び制度の検証を行うため

小学生未満の子供がいる夫婦世帯
夫婦共に40歳未満の夫婦のみ世帯

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

パブリックコメントの実施
条例制定にあたり、広く市民の意見を求めるた
め

パブリックコメント意見提出者 ● ● ● ● ● ● ●

空家等対策計画策定に関する事務
市内の空き家等に対する総合的な対策を実施
するため

計画に策定するために必要となる個人情報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

高齢者公共交通利用促進事業に係るデータ処
理業務

高齢者公共交通利用促進事業として、満75歳
以上の高齢者へタクシー等利用助成券を発行
し、郵送するため

タクシー等利用助成券の発送対象者（市内在住
満75歳以上の高齢者）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

空家等対策特別措置法の施行に関する事務及
びきれいなまちづくり条例に基づく空き地等の
適正管理に係る指導事務

空家等対策特別措置法の施行・空き地等に関
する指導助言等

空家等の所有者又は管理者
空き地等の土地所有者等

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

公聴会の開催に関する事務 市民及び利害関係人から意見等を求めるため
公述申出書提出者
公聴会を傍聴しようとする者

● ● ● ● ● ●

高齢者公共交通利用促進事業に係るデータ処
理業務

高齢者公共交通利用促進事業として、75歳以
上の高齢者へバス・タクシー利用助成券を発行
し、郵送するため

バス・タクシー利用助成券の発送対象者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレミアム付商品券及びバス・タクシーチケット
販売に係るデータ処理業務

令和2年7月31日時点住基記載者を対象として、
プレミアム付商品券及びバス・タクシーチケット
の購入引換券等を発送するため。また発送後、
市民からの問い合わせ等に対応するため。

プレミアム付商品券及びバス・タクシーチケット
の購入引換券等の発送対象者（R2年7月31日
時点住基記載者）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2020/8/13

空き家・空き地売買等相談会
空き家・空き地の所有者に対して所有する空き
家・空き地の流通の促進を促すため、不動産会
社と直接相談をする場を設ける目的

空き家・空き地売買等相談会の参加者 ● ● ● ● ● ● ● ●

2022/1/29

河内長野市テレワーク移住支援補助金交付事
業

本市への移住定住促進を図ることを目的に、本
市でテレワークを行うために市外から転入し、か
つ、本市の移住定住促進に係る施策の推進に
積極的な協力を得られる世帯に対し、移住支援
補助金を交付する。

テレワーク移住支援補助金の申請者及び申請
者の雇用者

● ● ● ● ● ● ● ●

2022/1/29

石見川・小深・太井・鳩原地域の移動手段確保
に関する業務

石見川・小深・太井・鳩原地域の移動手段を検
討するため。

通知文書およびタクシーの試乗券の発送対象
者

● ● ● ● ● ● ● ●
2022/8/5

交通関係計画に対する意見募集（パブリックコメ
ント）

　「河内長野市地域公共交通計画（案）」につい
て市民等から意見・提言　及び専門的な知識等
を求めるため

パブリックコメント意見提出者 ● ● ● ● ● ● ● ●

2022/12/1

空き地の管理指導業務 空地の適正な管理 市内にある宅地を用とする空き地の所有者 ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

河内長野市空家等利活用支援業務
本市の空き家等の所有者と不動産事業者を
マッチングして、売買や賃貸を促進し、適正な管
理が行われない空き家等の発生を抑制する。

空き家等利活用支援業務を利用する空き家等
所有者

● ● ● 2
FAX番号
E-mail

1
所有する空き家等の概要等の
情報

● ● ● ●

2023/4/1

【フラット３５】地域連携型利用対象証明書交付
事務

独立行政法人住宅金融支援機構が、本市と締
結し提供する住宅ローン「【フラット３５】地域連
携型（子育て支援）」において、申請者が当該融
資を利用する際の条件となる、河内長野市近居
同居促進マイホーム取得補助対象になりうるこ
とを証明するために、「【フラット３５】地域連携型
対象証明書」を交付する。

【フラット３５】地域連携型利用対象世帯及び対
象世帯の親族の内、市内に１年以上継続して居
住している世帯

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2
土地登記簿の全部事項証明
書、
住宅取得に係る契約書等

● ● ●

パソ
コン
で処
理

●

2022/8/1

部課庶務 出張命令・出勤管理等庶務業務 部課内職員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1997/10/1

「南花台スマートエイジング・シティ」団地再生モ
デル事業に関する事務

　南花台スマートエイジング事業に関する周辺
住民への説明、事業参加者の安全管理等を円
滑に実施するため。

　事業参加者及び事業対象地域の周辺住民 ● ● ● ● ● ●

1 メールアドレス

●

● 静脈の形状

●

●
乗降記録
アンケート内容

● ● ● ●

2015/4/1

地域通貨促進事業
新型コロナウイルスの影響を受けた市民生活の
応援や停滞した地域経済の活性化

基準日（令和５年５月３１日）時点で住民基本台
帳に記載されている者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2023/6/1


